
第１回子どもの貧困対策検討会議 次第 

 

 

日時：平成２８年６月２８日（火） 

午前１０時～午前１１時３０分 

場所：本庁舎６階 正庁 

 

 

１  開  会 

 

 

２  知事挨拶 

 

 

３  議  題 

(1) 国及び愛知県における子どもの貧困対策について 

 

 

 

(2)「沖縄子ども調査」について（報告者：日本福祉大学 中村准教授） 

 

 

 

(3) 愛知子ども調査の概要について 

 

 

 

４  意見交換 

 

 

５  そ の 他 

 

 

６  閉  会 

  



 

配付資料一覧 

○ 第１回子どもの貧困対策検討会議 出席者名簿 

○ 第１回子どもの貧困対策検討会議 配席図 

 

○ 資料１  「あいち はぐみんプラン」の概要 

○ 資料２  国及び愛知県における子どもの貧困対策について 

○ 資料３  沖縄子ども調査について 

○ 資料４  愛知子ども調査の概要 
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第1回　子どもの貧困対策検討会議　配席図

日時：平成２８年６月２８日（火）午前１０時
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「あいち はぐみんプラン 2015-2019」の概要 

１ 計画の位置付け 

 （１）愛知県少子化対策推進条例第６条に基づく基本計画 

（２）次世代育成支援対策推進法第９条に基づく地域行動計画 
 

２ 計画期間  

  平成 27 年度から平成 31 年度まで（５年間） 
 

３ 基本目標 

県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現 
 

４ 基本的考え方 

（１）県民が結婚や出産に関する希望をかなえ、安心して子どもを生み育てることができるよう

前計画から引き続きライフステージに応じた切れ目ない支援施策を推進する。 

（２）子ども・子育てに関する総合計画として、様々な分野の支援を一体的に行うことにより子

ども・子育てに関する課題の解決を目指す。 

 

 

 

 

 

 

５ 重点的な取組 

引き続き、子育て支援の充実に努めるとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進や企業等 

と連携した出会いの場の提供（結婚支援）などに重点的に取り組む。 
 

６ 数値目標 

  基本施策ごとに数値目標（資料１－２）を設定し、「５年後のあいちの姿」として位置付け

る。 
 

７ 策定経過 

平成 25年 

     

平成 26 年 

18 月 22 日

13 月 24 日

16 月 12 日

19 月 12 日

12 月 19 日

H25 年度第１回会議（県民意識調査の項目検討等） 

H25 年度第２回会議（県民意識調査の結果報告等） 

H26 年度第１回会議（次期プランの位置づけ、体系等意見聴取） 

H26 年度第２回会議（次期計画の取組方向等意見聴取） 

H26 年度第３回会議（計画素案意見聴取） 

12 月 26 日～1 月 25 日 パブリックコメント 

 12 月 13 日

13 月 24 日

H26 年度第４回会議の開催（最終案意見聴取） 

計画の策定・公表 

 

 

８ 計画の体系 

 
基本目標 県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現

ライフ
ステージ

子育て

若者の就

学・就職
(結婚まで)

結婚・

妊娠・

出産

基盤整備

重点目標 基本施策

Ⅰ 若者の生活
基盤の確保

Ⅱ 希望する人
が子どもを持てる
基盤づくり

Ⅲ すべての子
ども・子育て家庭
への切れ目ない
支援

Ⅳ 「子どもは社
会の希望・未来
の力」、地域・社
会の子育て力を
アップする

1 キャリア教育の推進

2 就労支援

4 結婚支援

5 男性の働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進

6 男女共同参画の推進

3 思春期保健対策の充実

7 安心・安全な妊娠・出産の確保と不妊治療への支援

8 多様な保育サービス、児童の放課後対策の拡充

9 子育て家庭を支える支援の充実

10 経済的支援の充実

11 子どもの貧困・ひとり親家庭への支援

12 子どもの健康の確保

13 学校教育の充実

14 青少年の育成

15 児童虐待防止対策の推進

16 社会的養護体制の充実

17 障害のある子どもへの支援

18 外国人の子どもへの支援

19 子育てしやすい居住環境の整備

20 安心できるまちづくりの推進

21 ボランティア・ＮＰＯ等との協働推進

22 県民・企業が一体となって応援する機運の醸成

(1)子育て家庭への

支援を充実する

(2)子どもの健やか

な成長を支援する

専門的

な知識

及び技

術を要

する支

援

(3)子どもの安全な

環境を確保する

＜一体的に策定する計画＞ 

〇 子ども・子育て支援事業支援計画 

〇 子どもの貧困対策推進計画 

〇 児童虐待防止基本計画 
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現　状
※( )の記載のないものはH26年度数値

H31目標

1 キャリア教育の推進 ① インターンシップに参加した生徒数（県立高等学校） 10,899人(H25) 増加

2 就労支援 ② 大学・短期大学卒業予定者の就職内定率 94.9％（H25) 上昇

3 思春期保健対策の充実 ③ 学校等と連携して思春期教育を実施している市町村の数 36市町村（H25) 全市町村

4 結婚支援 ④ 出会いの場を提供するイベント実施数 180回 350回

⑤ 労働時間の短縮に向けた取組を実施している企業の割合 51.7％（H25） 増加

⑥ ファミリー・フレンドリー企業の登録数 1,071社（H25) 増加

⑦ ６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間 64分（H23) 増加

⑧ 男性の子育て支援事業を実施している市町村数 32市町 全市町村

⑨ 産婦人科・産科の医師数 652人（H24) 増加（H30)

⑩ 学校等と連携して妊孕力に関する健康教育を実施している保健所及び市町村の数 未実施 県の全保健所、全市町村

⑪ 病児・病後児保育の実施箇所数 60箇所 86箇所

⑫ 延長保育の実施箇所数 856箇所 990箇所

⑬ 休日保育の実施箇所数 54箇所 59箇所

⑭ 放課後児童クラブの登録児童数 41,174人（H25) 52,004人

9 子育て家庭を支える支援の充実 ⑮ 利用者支援事業の実施市町村数 2市 44市町

10 経済的支援の充実 ⑯ 幼稚園等（※）での第三子保育料無料化等の対象者 幼稚園等に入所している第三子
以降児 継続実施

⑰ 公立小・中・高等学校におけるスクールソーシャルワーカーの配置人数 20人（H25) 増加

⑱ 母子家庭等自立支援プログラムを策定する市の数 15市（H25) 全市

12 子どもの健康の確保 ⑲ 診療制限している病院の割合（小児科） 9.2％ 低下

⑳ 幼稚園等（※）と連携・接続している小学校の割合 57％ 75％

 公立小・中・高等学校におけるスクールカウンセラーの配置人数 523人（H25) 増加

14 青少年の育成  子ども・若者支援地域協議会を利用できる県内の子ども・若者の割合 47.8％ 70％

15 児童虐待防止対策の推進  養育支援訪問事業を実施している市町村の数 35市町（H25) 全市町村

 施設入所等児童に占めるグループホーム入所児童の割合 6.9％ 10.1％

 施設等入所児童に占める里親等委託の割合 13.7％ 15.7％

17 障害のある子どもへの支援  個別の教育支援計画の作成率

　保育所    56.3%
  幼稚園　　61.5%
　小学校　　97.9%
　中学校　　97.7%
　高等学校  38.7%

100%（H30）

18 外国人の子どもへの支援  外国人の子どものプレスクール実施市町村数 14市町（H25) 増加

19 子育てしやすい居住環境の整備  乳幼児の事故予防対策をしている家庭の割合 72.5%（H25) 増加

20 安心できるまちづくりの推進  ゾーン30の整備箇所数 118箇所（H25) 215箇所（H28）

 学校支援ボランティアの実施校の割合
小学校96％、中学校76％

（H25)
100％

 子育てネットワーカーの活用市町村数 24市町村（H25) 40市町村（H29）

22 県民・企業が一体となって応援する機運の醸成  子育て家庭優待事業登録店舗数 9,493店舗 10,000店舗

※幼稚園等・・・・幼稚園、保育所及び認定こども園

7 安心安全な妊娠・出産の確保と不妊治療への支援

6 男女共同参画の推進

子どもの貧困・ひとり親家庭への支援

8

11

13 学校教育の充実

５年後のあいちの姿（数値目標）

多様な保育サービス、児童の放課後対策の拡充

21 ボランティア・ＮＰＯ等との協働推進

16 社会的養護体制の充実

基　本　施　策
項　　目

5 男性の働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進

数　値　目　標



国及び愛知県における子どもの貧困対策について 

 

 

１ 「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」の概要 

経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭や多子世帯が増加傾向にあり、自立支援

の充実が課題となっている。 

このため、ひとり親家庭が孤立せず支援につながる仕組みを整えつつ、生活、学び、

仕事、住まいを支援するとともに、ひとり親家庭を社会全体で応援する仕組みを構築す

るため、平成 27 年 12 月 21 日に子どもの貧困対策会議（会長：内閣総理大臣）におい

て、「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」が決定された。 

 

 

  

２ 地域子供の未来応援交付金 

(1) 目 的 

都道府県及び市町村が、経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭等の子供に対

する学習支援や居場所づくりなどの支援を取りまとめた「ひとり親家庭・多子世帯等

自立応援プロジェクト」（平成27年 12月 21日子どもの貧困対策会議決定）の実効性

を高めるため、地域の実情を踏まえ、各種施策を組み合わせるなど創意工夫を凝らし、

子供の発達・成長段階に応じて切れ目なく「つなぎ」、教育と福祉を「つなぎ」、関係

行政機関、地域の企業、ＮＰＯ、自治会などを「つなぐ」地域ネットワークの形成を

支援することを目的とする。 

 

(2) 事業の内容等 

事業の内容 実施主体 国庫補助率

１ 実態調査・分析、支援ニーズに応える資源量把

握及び支援体制の整備計画策定 

市町村（※） 3/4 

２ コーディネーターの位置付けを含む具体的な体

制整備 

  

(1) 体制整備 市町村（※） 1/2 

(2) コーディネーターの養成・研修等 都道府県 1/2 

３ 地方自治体独自の先行的なモデル事業 市町村 

都道府県 

1/2 

４ 子供の未来応援基金「子供の生きる力を育むモデ

ル拠点事業」との連携  

市町村 

都道府県 

1/2 

※ 特例的に都道府県可 
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３ 愛知県子どもの貧困対策推進計画 

(1) 根拠法令 

子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条 

 

(2) 計画期間 

平成27 年度～平成31 年度（5年間） 

 

(3) 策定方法 

子ども・子育てに関する総合的な計画として、「あいちはぐみんプラン2015－2019」

と一体的に策定（平成27年 3月） 

 

(4) 目標 

子どもの貧困対策を総合的に推進し、全ての子ども達が、夢と希望を持って成長し

ていける社会の実現 

 

(5) 基本的な方針（重点施策） 

「教育の支援」を始めとする直接的な貧困対策に加え、関連する子ども・子育て支

援施策に一体的に取り組み、子どもの貧困対策を総合的に推進 

ア 教育の支援 

家庭の経済状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子どもが質の高い教

育を受けられるよう、学校を子どもの貧困対策のプラットフォームとして位置付け、

学校教育による学力保障、学校を窓口とした福祉関連機関との連携、経済的支援を

通じて、学校から子どもを福祉的支援につなげ、総合的な対策を推進するとともに、

教育の機会均等を保障するため、教育費負担の軽減を図る。 

イ 生活の支援 

貧困の状況が社会的孤立を深刻化させることのないよう、保護者の生活支援や子

どもの生活支援・就労支援を行うため、関係機関が連携した支援体制の整備を推進

する。 

ウ 保護者に対する就労の支援 

ひとり親家庭や生活困窮者、生活保護受給者の生活状況、就労意欲と能力に応じ

た就労支援を推進する。 

エ 経済的支援 

貧困世帯の生活を下支えするための経済的支援を実施する。 
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第 1 回子どもの貧困対策検討会議（2016/6/28） 
 

「沖縄子ども調査」の経験から学ぶこと 
 

中村強士（日本福祉大学） 
 
１．名称：沖縄県「貧困が少子化に与える影響調査事業」 
  １）子どもの貧困実態調査事業 

２）経済的困窮等が少子化に与える影響調査事業 
 
２．委託先：一般社団法人沖縄県子ども総合研究所（所長：龍野愛） 
 
３．事業期間：2015（平成 27）年 6 月 1 日～2016（平成 28）年 2 月 28 日 

平成 27 年度中：概要版作成  平成 28 年度：全体分析・報告（予定） 
   ※「沖縄子ども調査」の調査期間：10 月 16 日～11 月 30 日 
 
４．調査特別研究チーム： 

・統括相談役 加藤彰彦（元沖縄大学学長） 
・統括主任 山野良一（千葉明徳短期大学教授・当時） 

  ・10 名の主席研究員、4 名の本事業賛同研究者 
  ・研究チーム A（総合）、B（保育）、C（学童）、D（施策） 

  ※中村は研究チーム B の主任を担当 
 ・市町村データ活用による貧困率算出 阿部彩（首都大学東京） 
   世帯に関する統計資料（人数、所得、税、社会保険料、生活保護受給など） 

 
５． 「沖縄子ども調査」調査結果概要版 ―別紙 
 
６．中村が関わったこと 
 １）調査票（小１保護者票）の項目検討 
 ２）調査対象「小学１年生の保護者」の公立小学校 32 校の抽出 
 ３）調査結果のうち学童保育利用者の分析・考察（「概要版」への記載内容） 
 
７．「沖縄子ども調査」から学ぶこと 
 １）既存データ分析（県及び県内市町村）による全国と県との比較 
 ２）「大阪子ども調査」との比較と県オリジナル調査項目 
 ３）地域間格差および時系列比較（貧困の連鎖）を行える調査対象の設定 
 ４）既存計画を改善させる＆具体化させることを想定した調査 
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８．調査実施後の沖縄のうごき（民間団体の取り組みは略） 

0129 記者会見 ―沖縄タイムス、琉球新報 
0131 翁長知事が県による 30 億円の基金創設と全県的な新組織発足 
0202 島尻沖縄担当相次年度予算案に「子どもの貧困緊急対策事業」10 億円計上 

①支援員の配置、②居場所の運営支援 
0205 30 億円の一部を使用して実態調査の詳しい分析・調査を実施。新調査も。 
0208 「県子どもの貧困対策推進計画（仮称）」素案 
0224 沖縄市が子どもの貧困実態調査を実施予定 
0311 新年度より県青少年・子ども家庭課内に「子ども未来政策室」設置 
0316 子どもの貧困対策推進会議が「県子どもの貧困対策推進計画」を承認 
0328 県内 14 市町村が行政と民間の連携「協議会」を新設 
0330 県地域福祉支援計画に子どもの貧困・子育て支援を盛り込む 
0409 県内 29 市町村が「子どもの貧困緊急対策事業」を実施 
0418 浦添市、年間所得 180 万以下世帯に小中学校給食費半額補助 
0518 「骨太方針」に沖縄の子どもの貧困対策の推進を盛り込む 
0614 県基金 30 億円（6 年間）を市町村事業に 27 億円、県事業に 3 億円交付 
0617 沖縄子どもの未来県民会議発足（会長・翁長知事。105 団体） 

 
＜参考＞ 

 



愛知子ども調査の概要 

 

 

１ 調査対象 

○ 対象区域：県内全域 

ただし、飛島村、東栄町、豊根村については、全数調査とな

るため、対象外とする。 

○ 対象児童（沖縄子ども調査と同様） 

対象学年 回答者 割合 

小学1年生 保護者 10％程度 

小学5年生 子ども、保護者 10％程度 

中学2年生 子ども、保護者 10％程度 

○ 対象者数：35,000人 

（1学年の子どもの数 約 70,000 人×10％＝7,000 人） 

 

２ スケジュール 

平成28年 6月 検討会議設置 

12月 調査（調査票配付、回収） 

平成29年 3月 集計結果の公表、市町村への情報提供 

 4月～ 集計結果の分析・結果報告（最終報告書）公表 

 

３ ご検討いただく事項 

(1) 調査方法（案） 

○ 県教育委員会及び市町村教育委員会の協力を得て、学校を通じてアン

ケート調査票を配付する。 

○ 調査票の回収については、学校での回収又は郵送方式とし、保護者が選

択する。 

 

(2) 対象児童の抽出方法（案） 

○ 対象児童の抽出は、学校のクラス単位で行う。 

○ 県において、市町村ごとに、調査対象学年の学級数の10％（端数四捨五

入。ただし、1未満となる場合は1とする。）を割り当てクラス数として決

定する。 

○ 市町村において、割り当てクラス数に応じて、調査を実施する学校・ク

ラスを決定する。 

 

(3) 回答方法（案） 

○ 調査票に直接記入する方式とする。（回答を別紙としない。） 

 

以下の項目については、御意見をお願いします。 

(4) 調査票 

ア 調査項目（柱立て） 

 

 

（参考：沖縄子ども調査） 
子ども調査票 保護者調査票 

① 将来の夢 ⑦ 就学援助の利用 

② 物品の所有状況 ⑧ 家計と子どもへの支出 

③ 友だちとの関係 ⑨ 子どもの進学に関する意識 

④ 食事 ⑩ 困窮経験 

⑤ 学校生活 ⑪ 電気代などの滞納経験 

⑥ 子どもの自己肯定感 ⑫ 医療サービス 

 ⑬ 社会的ネットワーク 

 ⑭ 子ども期の経済状況と現在の困窮経験 

 ⑮ 子どもの放課後の居場所 

 

イ 設問数（質問票のページ数） 

 

 

 

ウ 質問 

 

 

 

(5) 報告書 

ア 項目（柱立て） 

 

 

 

イ 分担 
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